
高齢者虐待の防止について

鹿児島市 認知症支援室



高齢者虐待防止法 Ｈ１８．４．１～
（高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律）

「高齢者虐待」とは、65歳以上の高齢者に対して

・養護者（高齢者を※現に養護している家族、親族、同居人等）

・養介護施設従事者等（介護サービス事業や養護施設、介護施設の職員等）

が行う次の行為を規定しています。

※「現に養護している」とは、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理
など、高齢者の日常生活に必要な行為を管理したり、提供することを指します。



高齢者虐待の５つの類型

虐待は一つの種類が

単発で発生するとは限らず、

複数の虐待が同時に

行われている場合があります



養介護施設の設置者、養介護事業者における責務

(高齢者虐待防止法第２０条)

虐待防止のための従事者に対する研修の実施

利用者や家族からの苦情処理体制の整備

従事者等による※高齢者虐待の防止のための措置

※高齢者虐待の防止のための措置とは…
例えば良好な人間関係を保てる職場づくりや、職員のストレスチェック等



虐待の未然防止･早期発見に向けた取組

虐待防止検討委員会の開催

指針の整備

定期的な研修の実施

担当者の設置

※令和６年４月より義務化



市町村に通報

（鹿児島認知症支援室・谷山支所福祉課・長寿あんしん相談センター）

養介護施設従事者等の通報義務
(高齢者虐待防止法第２１条)

虐待を受けたと思われる高齢者を発見したら

通報者の保護
(同法第２１条)

• 守秘義務との関係

秘密漏示罪や守秘義務違反に問われることはない。

• 不利益取扱いの禁止

通報したことによる不利益な扱いを受けない。


